
 

ニュースレポート 

  令和７年１２月２５日 

 

報 道 機 関  各 位 

健康福祉部 子育て支援課 

 

タイトル  赤穂市物価高対応子育て応援手当を支給します  

 

下記のとおり報告いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

行事・事業名 

 

赤穂市物価高対応子育て応援手当の支給について 

 

日  時 

 

 令和 8年 1月 30日より順次支給予定 

 

場所・住所 

 

 － 

趣旨・目的（ＰＲしたいこと） 

１ 趣旨 

物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く

受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点か

ら、児童手当を受給する世帯に対して、物価高対応子育て応援手当を支給する。 

 

２ 事業内容 

⑴ 支給対象者 

ア 令和７年９月分（同月に出生した児童については、同年１０月分）の児童手当

の受給者 

イ 令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までの間に生まれる児童を養育

する者 

ウ 令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までの間に離婚により新たに児

童手当の受給者となった者 

⑵ 支給額 児童１人当たり２万円 

⑶ 支給対象児童数（見込み）５，８００人 

⑷ 支給方法 

ア 次のいずれかに該当する者は、原則、申請手続不要で令和８年１月３０日に支

給予定 

（ア） 令和７年９月分の児童手当の受給者 

（イ） 令和７年９月１日以降に生まれた児童を養育し、かつ、同年１２月末日ま

でに児童手当の申請手続を完了した者 

イ 上記以外の者については、申請手続を必要とし、審査後に順次支給予定 

AKO CITY 

赤穂市 



 

３ 事業費 

給付額 １１６，０００千円 

 事務費   ２，８００千円  

計  １１８，８００千円  ※全額国庫補助金により対応 

問い合わせ先 

部課係名：健康福祉部子育て支援課 

担当者名：前田、松本 

電  話：４３－６８０８ 

Ｆ Ａ Ｘ：４３－７１３８ 

添付資料（有・無） ○ホームページへの掲載（有・無） 〇議会報告（有・無） 

 


